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(57)【要約】
【課題】上記の問題に鑑みなされたものであり、ラーメ
ン架構を有する外部建物と内部建物との間を制振部材で
連結してなる制振建物において、外部建物の柱や梁の数
を減らすことなく固有周期を長周期化する。
【解決手段】制振建物１０は、ラーメン架構からなる外
部建物２０及び内部建物３０と、これら建物２０、３０
の間を接続するように設けられた制振ダンパー４１と、
を備え、ラーメン構造からなる外部建物２０における梁
部材２３と柱部材２１との接合において、少なくとも一
つは、当該梁部材２３の材端部又はその近傍における曲
げ剛性が、当該梁部材２３の本体部分の曲げ剛性よりも
小さくなるように構成されている。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも一つはラーメン架構からなる複数の構造体と、これら複数の構造体の間を接
続するように設けられた制振部材と、を備えた制振建物であって、
　前記ラーメン架構からなる構造体における梁部材と柱部材との接合において、少なくと
も一つは、当該梁部材の材端部又はその近傍における曲げ剛性が、当該梁部材の本体部分
の曲げ剛性よりも小さくなるように構成されていることを特徴とする制振建物。
【請求項２】
　前記複数の構造体は、これらの低層部において、構造的に一体に構築されていることを
特徴とする請求項１記載の制振建物。
【請求項３】
　建物の制振方法であって、
　前記建物を、少なくとも一つはラーメン架構からなる複数の構造体と、これら複数の構
造体の間を接続するように設けられた制振部材と、から構成し、
　前記複数の構造体の間を制振部材により接続し、
　前記ラーメン架構からなる構造体における梁部材と柱部材との接合において、少なくと
も一つは、当該梁部材の材端部又はその近傍における曲げ剛性が、当該梁部材の本体部分
の曲げ剛性よりも小さくなるように構成することを特徴とする建物の制振方法。
【請求項４】
　梁部材と柱部材との接合において、少なくとも一つは、当該梁部材の材端部又はその近
傍における曲げ剛性が、当該梁部材の本体部分の曲げ剛性よりも小さくなるように構成さ
れていることを特徴とする鉄筋コンクリート造の建物。
【請求項５】
　鉄筋コンクリート造の建物を長周期化する方法であって、
　前記建物における梁部材と柱部材との接合において、少なくとも一つは、当該梁部材の
材端部又はその近傍における曲げ剛性が、当該梁部材の本体部分の曲げ剛性よりも小さく
なるように構成することを特徴とする鉄筋コンクリート造の建物の長周期化方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、複数の構造体の間を制振部材により接続してなる制振建物及び建物の制振方
法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、高層建物では、地震力や風荷重による大きな水平力が入力されると、それに
応じて大きな変位が生じるため、柱や梁の本数を増やす、柱や梁の断面積を大きくする、
又は柱梁架構内に耐震壁を設けるなどの方法により、耐震性を向上している。しかしなが
ら、これらの方法では、建物の開口面積が減ってしまったり、建物の居室空間が削られて
しまったりして、平面計画の障害となるという問題があった。
【０００３】
　そこで、本願出願人らは、建物を構成するラーメン架構を有する外部建物内に、剛性が
高く振動特性の異なる耐震壁やラーメン架構などの独立部材要素を独立して設け、この外
部建物と独立部材要素との間を制振ダンパーにより接続した制振構造を提案している。こ
のような制振構造によれば、外部建物と独立部材要素とが変形モードが異なることを利用
して、制振ダンパーにより効率よく振動エネルギーを吸収することができ、これにより外
部建物の剛性を高くしなくても耐震性を向上できるので、上記のような問題を解消できる
（例えば、特許文献１及び２参照）。
【特許文献１】特開２００６―２４１７８３号公報
【特許文献２】特開２００５―１８００８９号公報
【発明の開示】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　上記の構成の建物では、外部建物と、独立部材要素との固有周期の差が大きいほど、制
振性能を向上することができる。このため、外部建物の固有周期を長周期化するために、
外部建物の柱や梁の寸法を小さくしたり、柱や梁の数を減らすことが考えられる。しかし
ながら、外部建物に作用する長期荷重を支持しなければならず、柱や梁の数を減らすこと
には限度がある。
【０００５】
　本発明は、上記の問題に鑑みなされたものであり、ラーメン架構を有する外部建物と内
部建物との間を制振部材で連結してなる制振建物において、外部建物に作用する長期荷重
を支持した状態で固有周期をより長周期化することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の制振建物は、少なくとも一つはラーメン架構からなる複数の構造体と、これら
複数の構造体の間を接続するように設けられた制振部材と、を備えた制振建物であって、
　前記ラーメン架構からなる構造体における梁部材と柱部材との接合において、少なくと
も一つは、当該梁部材の材端部又はその近傍における曲げ剛性が、当該梁部材の本体部分
の曲げ剛性よりも小さくなるように構成されていることを特徴とする。
　ここでいう梁部材の柱部材との材端部の近傍とは、例えば、梁部材の材端部から梁せい
の１．５倍の距離の位置までの範囲をいう。また、梁部材の本体部分とは、材端部の近傍
を除く中央部のことをいう。
　上記の制振建物において、前記複数の構造体は、これらの低層部において、構造的に一
体に構築されていてもよい。
【０００７】
　また、本発明の建物の制振方法は、前記建物を、少なくとも一つはラーメン架構からな
る複数の構造体と、これら複数の構造体の間を接続するように設けられた制振部材と、か
ら構成し、前記複数の構造体の間を制振部材により接続し、前記ラーメン架構からなる構
造体における梁部材と柱部材との接合において、少なくとも一つは、当該梁部材の材端部
又はその近傍における曲げ剛性が、当該梁部材の本体部分の曲げ剛性よりも小さくなるよ
うに構成することを特徴とする。
【０００８】
　また、本発明の鉄筋コンクリート造の建物は、梁部材と柱部材との接合において、少な
くとも一つは、当該梁部材の材端部又はその近傍における曲げ剛性が、当該梁部材の本体
部分の曲げ剛性よりも小さくなるように構成されていることを特徴とする。
【０００９】
　また、本発明の鉄筋コンクリート造の建物を長周期化する方法は、前記建物における梁
部材と柱部材との接合において、少なくとも一つは、当該梁部材の材端部又はその近傍に
おける曲げ剛性が、当該梁部材の本体部分の曲げ剛性よりも小さくなるように構成するこ
とを特徴とする。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、梁部材の材端部又はその近傍における曲げ剛性を小さくすることによ
り、長期荷重を支持可能なまま、外部建物の固有周期を長周期化することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
　以下、本発明の制振建物の一実施形態を図面を参照しながら詳細に説明する。
　図１は、本実施形態の制振建物１０の構成を示す鉛直方向断面図である。また、図２は
、制振建物１０の制振ダンパー４１が取り付けられた階の水平方向断面図である。図１に
示すように、本実施形態の制振建物１０は、内部に上下方向に伸びるボイド空間４０を有
する外部建物２０と、外部建物２０のボイド空間４０内に構築された内部建物３０と、外
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部建物２０と内部建物３０とを接続するようにボイド空間４０内の所定の高さに設けられ
た複数の制振ダンパー４１と、を備える。
【００１２】
　外部建物２０は、平面視矩形に形成され、内部に上下方向に延びるボイド空間４０を有
するラーメン構造からなる鉄筋コンクリート造の建物である。後述するように、外部建物
２０は、少なくとも一部の梁部材２３の梁材端部における曲げ剛性が、梁部材２３の中央
付近の曲げ剛性よりも低くなっているため、低剛性となっている。
【００１３】
　内部建物３０は、外部建物２０のボイド空間４０内に構築された鉄筋コンクリート造の
建物であり、外周壁に耐震壁が用いられている。このように外周壁に耐震壁を用いること
により高い剛性とすることができる。
【００１４】
　また、制振ダンパー４１は、地震動などの外力が作用した場合に、外部建物２０と内部
建物３０の変形差が大きくなるような階層において、図２に示すように、内部建物３０の
四隅から水平に２方向に延びるように設けられ、外部建物２０のボイド空間４０に接続さ
れている。これにより、外力が作用して内部建物３０に対して外部建物２０が、水平方向
何れの方向に相対移動しても、制振ダンパー４１により振動エネルギーを吸収することが
できる。このような制振ダンパー４１としては、オイルダンパー、摩擦ダンパー、粘性ダ
ンパー、粘弾性ダンパー、履歴型ダンパー、又はこれらを組み合わせたものを用いること
ができる。なお、本実施形態では、制振ダンパー４１を平面的に配置するものとしたが、
内部建物３０と外部建物２０の異なる高さの位置を結ぶように設置することもできる。
【００１５】
　制振建物１０に外力が作用すると、外部建物２０に比べて内部建物３０の剛性が高いた
め、外部建物２０及び内部建物３０は、異なる振動モードで振動する。この際、上記のよ
うに、制振ダンパー４１が外部建物２０と内部建物３０の変形差が大きくなるような位置
を接続するように取り付けられているため、制振ダンパー４１により振動エネルギーを吸
収することができる。
【００１６】
　ここで、図３は、上記のような制振建物１０における外部建物２０の固有周期Ｔ１と内
部建物３０の固有周期Ｔ２とを複数通りに設定し、各場合の最大応答変形の低減効果を示
すグラフである。なお、グラフの縦軸は、最大応答変形比を、外部建物２０及び内部建物
３０の固有周期Ｔ１，Ｔ２をともに４[ｓ]とした（すなわち、制振ダンパー４１において
振動エネルギーを吸収しない）場合に対する比率で示し、横軸は制振ダンパーの減衰係数
を示す。
【００１７】
　同図に示すように、減衰係数によらず、固有周期の差を大きくするほど最大応答変形の
低減効果は大きくなることがわかる。すなわち、内部建物３０の固有周期を短くし、外部
建物２０の固有周期を長くするほど、制振建物１０の制振効果が向上することとなる。
【００１８】
　そこで、本実施形態の制振建物１０では、以下に説明する方法により、外部建物２０の
梁の柱との接合における梁部材２３の材端部の曲げ剛性及び曲げ耐力を、梁本体の曲げ剛
性及び曲げ耐力に比べて小さくすることにより外部建物２０の固有周期を長くするものと
した。
【００１９】
　図４は、外部建物２０の柱梁の接合部を示す図であり、（Ａ）は鉛直断面図であり、（
Ｂ）は（Ａ）におけるI－I´断面図であり、（Ｃ）は（Ａ）におけるII－II´断面図であ
る。同図に示すように、柱部材２１の梁部材２３が接続される部分には水平方向に延びる
ようにコンクリートコッター１０２が形成されている。また、梁部材２３の端面にはこの
コンクリートコッター１０２に対応する形状の水平方向に延びる凹部１０４が設けられて
いる。梁部材２３は、柱部材２１に形成されたコンクリートコッター１０２に凹部１０４
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を嵌合させることにより接合されている。梁部材２３に作用する鉛直方向荷重はコンクリ
ートコッター１０２を介して柱部材２１に伝達される。
【００２０】
　また、通常は、梁主筋が柱部材２１内に定着されているが、本実施形態では、梁主筋２
７を柱部材２１に定着せず、梁部材２３の中央において柱部材２１と梁部材２３とに亘っ
てダボ鉄筋１０１が埋設されている。通常は、梁部材外周部に埋設された梁主筋が柱部材
に定着されることにより、曲げ剛性及び曲げ耐力が向上しているが、本実施形態では、ダ
ボ鉄筋１０１を梁部材２３の中央に埋設する構成としたため、梁部材２３の材端部におけ
る曲げ剛性が梁部材２３の本体の曲げ剛性及び曲げ耐力に比べて低くなる。
【００２１】
　また、柱部材２１のコンクリートコッター１０２の周囲にはゴムや発泡スチロールから
なる緩衝材１０３が取り付けられている。これにより、梁部材２３の端面の凹部１０４以
外の部分と、柱部材２１との間には緩衝材１０３が介在するため、柱梁接合部における梁
部材２３の曲げ変形に対する拘束を緩和することができる。
【００２２】
　以上説明したように、本実施形態によれば、外部建物２０の梁部材２３の材端部におけ
る曲げ剛性及び曲げ耐力を低下させ、梁部材２３と柱部材２１との接合をピン接合に近づ
けることができるため、外部建物２０の剛性を低下させて、固有周期を長周期化すること
ができる。これにより、図３を参照して説明したように、制振建物１０の制振性能を向上
することができる。
【００２３】
　なお、本実施形態では、柱部材２１のコンクリートコッター１０２と梁部材２３の凹部
１０４とを嵌合させるとともに、柱部材２１と梁部材２３とに亘ってダボ鉄筋１０１を埋
設することにより柱部材２１と梁部材２３とを接合しているが、何れか一方により柱部材
２１と梁部材２３とを接合することとしてもよい。
【００２４】
　<第２実施形態>
　以下、本発明の制振建物の第２実施形態を説明する。本実施形態の制振建物は、第１実
施形態と、外部建物の柱梁接合部の構成が異なり、その他の部位は同様の構成であるため
、柱梁接合部の構成について説明する。本実施形態では、梁部材の断面中央に、鉄筋コン
クリート部材に比べて剛性の低いＨ型鋼を端部より突出するように埋設し、このＨ型鋼を
柱部材に一体に接合することにより、梁材端部の曲げ剛性及び曲げ耐力を小さくしている
。
【００２５】
　図５は、本実施形態の外部建物２０の柱梁接合部の構成を示す鉛直断面図である。同図
に示すように、本実施形態では、梁部材２３の断面中央にＨ型鋼１１１を端面から突出す
るように埋設し、このＨ型鋼１１１の突出した部分を柱部材２１内に埋設することにより
柱部材２１と梁部材２３とを接合している。また、梁部材２３の柱梁接合部における曲げ
変形を拘束しないように、柱部材２１と梁部材２３との間には緩衝材１１２を介在させて
いる。なお、緩衝材１１２としては、上記の実施形態と同様にゴムや発泡スチロールなど
の弾性を有し、コンクリートの成分により腐食を受けないような材料を用いることができ
る。
【００２６】
　また、上記のように梁部材２３より突出するＨ型鋼１１１の端部を柱部材２１に埋設せ
ず、図６に示すように、ガセットプレートにより柱部材２１に取り付けてもよい。なお、
図中、（Ａ）は鉛直断面図であり、（Ｂ）は、水平断面図である。ガセットプレート１２
２はＨ型鋼２３の表裏面にボルト１２２により取り付けられており、このガセットプレー
ト１２２が柱部材２１に長ボルト１２５により固定されることにより、柱部材２１と梁部
材とが接合されている。また、Ｈ型鋼２３の周囲には梁部材２３の曲げ変形を拘束しない
ように、ゴムや発泡スチロールなどからなる緩衝材１２３が取り付けられている。
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【００２７】
　本実施形態によっても、梁部材２３に作用する長期荷重はＨ型鋼１１１を介して柱部材
２１に伝達される。また、Ｈ型鋼１２１は、鉄筋コンクリート造の梁部材２３に比べて曲
げ剛性が低く、さらに、柱梁接合部の上部及び下部に緩衝材１１２、１２３を介在させ、
梁部材２３の曲げ変形を拘束しないようにしたため、梁部材２３の接合端部における曲げ
剛性及び曲げ耐力が梁部材２３の本体の曲げ剛性及び曲げ耐力に比べて低くなる。これに
より、上記実施形態と同様に、外部建物２０の固有周期が長周期化され、制振建物１０の
制振性能を向上することができる。
【００２８】
　<第３実施形態>
　以下、本発明の制振建物の第３実施形態を説明する。本実施形態の制振建物も、第１実
施形態と外部建物２０の柱梁接合部の構成が異なるものの、その他の部位は同様の構成で
あるため、柱梁接合部の構成について説明する。本実施形態では、梁端部の梁せいを小さ
くすることにより梁端部の曲げ剛性及び曲げ耐力を小さくしている。
【００２９】
　図７は、本実施形態の外部建物の柱梁接合部の構成の例を示す図である。同図に示すよ
うに、梁部材２３の接合端部付近には、端部に向かって梁せいが小さくなるような傾斜が
設けられている。また、梁部材２３には、梁端部より突出するように梁主筋１３１、１３
２が埋設されており、これら梁主筋１３１、１３２の突出した部分は柱部材２１内に埋設
されている。なお、梁部材２３の柱梁接合部における断面は、鉛直荷重を支持するのに必
要となる最小限の断面となっている。
【００３０】
　また、必ずしも、柱部材２１と梁部材２３とに亘って梁主筋１３１、１３２を配置する
必要はなく、例えば、図８に示すように柱部材２１と梁部材２３とに亘ってダボ筋１４２
を埋設する構成とすることもできる。同図の構成では、梁部材２３の端部に切り欠き部１
４３を形成することで、梁材端部の剛性を更に小さくしている。
【００３１】
　本実施形態によっても、梁材端部の梁せいを小さくしたため、梁部材２３の接合端部に
おける曲げ剛性及び曲げ耐力が梁部材２３の本体の曲げ剛性及び曲げ耐力に比べて低くな
る。これにより、外部建物２０の固有周期が長周期化され、制振建物１０の制振性能を向
上することができる。
【００３２】
　<第４実施形態>
　以下、本発明の制振建物の第４実施形態を説明する。本実施形態も、第１実施形態と外
部建物の柱梁接合部の構成が異なるものの、その他の部位は同様の構成であるため、柱梁
接合部の構成を説明する。本実施形態では、柱部材に突出部を設け、この突出部の上部に
梁部材を載置している。
【００３３】
　図９は、本実施形態の外部建物２０の柱梁接合部の構成を示す図である。同図に示すよ
うに、本実施形態では、柱部材２１の側面に梁部材２３を受けるための突出部１５１を設
けるとともに、梁部材２３の端部の下部に切り欠き部１５５を設け、梁部材２３を、柱部
材２１の突出部１５１の上面と梁部材２３の切り欠き部１５５の内面とが当接するように
載置することにより、梁部材２３を支持している。これにより、梁部材２３に作用する長
期荷重は、柱部材２１に伝達される。また、梁部材２３の上部と柱部材２１との間には、
スリット１５４が設けられており、柱部材２１の突出部１５１と梁部材２３の切り欠き部
１５５の対抗する面の間には、梁部材２３の曲げを拘束しないように緩衝材１５２が介在
されている。また、梁部材２３と柱部材２１とを跨ぐようにダボ筋１５３が埋設されてお
り、梁部材２３が水平方向に移動してしまうのを防止している。
【００３４】
　本実施形態によれば、梁部材２３に作用する長期荷重は突出部を介して柱部材２１に伝
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達されるため、この荷重を支持することができる。また、梁部材２３と柱部材２１の接合
部の上部にはスリット１５４を設けるとともに、下部には緩衝材１５２を介在する構成と
したため、梁材端部の曲げ剛性が低下し、梁部材２３本体の曲げ剛性に比べて低くなる。
これにより、外部建物２０の固有周期が長周期化され、制振建物１０の制振性能を向上す
ることができる。
【００３５】
　なお、本実施形態では、梁部材２３の端部に切り欠き部１５５を設け、この切り欠き部
１５５において柱部材２１の突出部１５２と係合させることとしたが、これに限らず、切
り欠き部１５５を設けずに、梁部材２３の下面を突出部１５２により支持する構成として
もよい。
【００３６】
　また、上記各実施形態では、梁部材の材端部の曲げ剛性を低下させているが、これに限
らず、梁部材の材端部の近傍の曲げ剛性を低下させてもよい。図１０は、第４実施形態の
梁材端部に設けていたのと同様の構成を梁材端部の近傍に設けた場合を示す図である。同
図に示す構成によれば、梁材端部の近傍の曲げ剛性及び曲げ耐力が低下することとなり、
柱梁接合部の梁材端部の曲げ剛性及び曲げ耐力を低下させた場合と同様に、外部建物の剛
性が低下し、固有周期を長周期化することができる。
　また、上記各実施形態において説明した柱部材と梁部材の接合構造は、鉄筋コンクリー
ト造の柱梁構造の建物の固有周期を長周期化する場合にも用いることができる。
【００３７】
　なお、上記の各実施形態では、外部建物３０が鉄筋コンクリート造の場合について説明
したが、これに限らず、外部建物３０が鉄骨造の場合であっても、本発明を適用すること
ができる。外部建物３０が鉄骨造の場合には、梁部材２３を構成するＨ型鋼と柱部材とを
ボルト接合する際に、梁部材２３のウエブだけをボルト接合すればよい。このような構成
によっても、梁部材２３の中央部の曲げ剛性よりも、梁材端部の曲げ剛性が小さくなる。
【００３８】
　また、外部建物２０が鉄骨造の場合には、上記の方法に限らず、第３実施形態と同様に
、鉄骨梁の端部の梁せいを小さくし、柱とボルト接合又は溶接接合する構成とすることも
できるし、第４実施形態と同様に、柱部材に突部を設け、この突部に梁部材を載置する構
成とすることもできる。
【００３９】
　また、上記各実施形態では、内部建物３０及び外部建物２０を夫々独立して構築するも
のとしたが、これに限らず、これらの建物２０、３０の低層階において、構造的に接続し
た建物に本発明を適用することも可能である。図１１は、内部建物３０及び外部建物２０
を低層階において、構造的に接続した制振建物１１０を示す図である。同図に示すように
、本実施形態の制振建物１１０では、外部建物１２０の低層階の梁１２３と、内部建物１
３０の低層階の梁１３３とが一体に構築されており、低層階の梁１４３は内部建物１３０
及び外部建物１２０を貫通するように設けられている。これにより、外部建物１２０及び
内部建物１３０の低層階が構造的に接続された一体の構造として機能する。かかる構成の
制振建物１１０の外部建物１２０の柱梁接合部に対しても、上記の各実施形態で説明した
構成を適用することにより同様の効果が得られる。
【００４０】
　また、上記各実施形態では、外部建物２０に形成されたボイド空間４０内に内部建物３
０を構築し、これら建物を制振ダンパー４１により接続してなる制振建物１０について説
明したが、これに限らず、２つ以上の並設された構造物の間を制振ダンパーにより連結し
た制振建物にも本発明を適用することができる。
【図面の簡単な説明】
【００４１】
【図１】本実施形態の制振建物の構成を示す鉛直方向断面図である。
【図２】制振建物の制振ダンパーが取り付けられた階の水平方向断面図である。
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【図３】制振建物における外部建物の固有周期Ｔ１と内部建物の固有周期Ｔ２とを複数通
りに設定し、各場合の最大応答変形の低減効果を示すグラフである。
【図４】第１実施形態の外部建物の柱梁接合部を示す図であり、（Ａ）は鉛直断面図であ
り、（Ｂ）は（Ａ）におけるI－I´断面図であり、（Ｃ）は（Ａ）におけるII－II´断面
図である。
【図５】第２施形態の外部建物の柱梁接合部の構成を示す鉛直断面図である。
【図６】第２実施形態の外部建物の柱梁接合部の構成の別の例を示す図であり、（Ａ）は
鉛直断面図であり、（Ｂ）は、水平断面図である。
【図７】第３実施形態の外部建物の柱梁接合部の構成を示す鉛直断面図である。
【図８】柱部材と梁部材と跨ぐようにダボ筋を埋設した場合の第３実施形態の外部建物の
柱梁接合部の構成を示す鉛直断面図である。
【図９】第４施形態の外部建物の柱梁接合部の構成を示す鉛直断面図である。
【図１０】第４実施形態の梁材端部に設けていたのと同様の構成を梁材端部の近傍に設け
た場合を示す図である。
【図１１】内部建物及び外部建物を低層階において、構造的に接続した制振建物を示す図
である。
【符号の説明】
【００４２】
１０、１１０　制振建物　　　　　　　　２０、１２０　外部建物
２１　柱部材　　　　　　　　　　　　　２２　住戸ユニット
２３　梁部材　　　　　　　　　　　　　２４　廊下
２５　屋根　　　　　　　　　　　　　　２６　エレベータシャフト
２７　梁主筋　　　　　　　　　　　　　３０、１３０　内部建物
３１　立体駐車機　　　　　　　　　　　４０　ボイド空間
４１　制振ダンパー　　　　　　　　　　１０１，１４２、１５３　ダボ筋
１０２　コンクリートコッター　　　　　１０３、１１２、１２３，１５２　緩衝材
１０４　凹部　　　　　　　　　　　　　１１１、１２１　Ｈ型鋼
１２２　ガセットプレート　　　　　　　１２４　ボルト
１２５　長ボルト　　　　　　　　　　　１３１、１３２、１４１　梁主筋
１３３　傾斜　　　　　　　　　　　　　１４３、１５５　切り欠き部
１５１　突部　　　　　　　　　　　　　１５４　スリット
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